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一般社団法人地盤品質判定士会  

賛助会員 各位 

主催：一般社団法人地盤品質判定士会 

後援（予定）：公益社団法人 地盤工学会 

 

 

一般社団法人地盤品質判定士会（以下、判定士会）では、令和６年７月に審査部会を立ち上げ、令和 7 年度 5

月末頃からの審査支援業務に対応するため、その運用・実施体制の構築等の準備を進めてきました。これまで全

国 25 の地方公共団体と協議を重ねてきましたが（現在も協議進行中）、審査支援という新サービスを創造・提供

する試みでもあることから、地方公共団体が審査支援に関わる方針検討等に  時間を要するとともに、協議の

中などで新たな課題も次々と出現するなど、試行錯誤をしながら進めざるを得ない状況でした。そこで、判定士

会各支部の賛助会員の何社かにお声掛けさせて頂き、審査支援の協力にご賛同頂いた 11 社と意見交換及び準備

資料の作成支援等を頂きながら、多くの不確定要素がある中で、審査支援を試行的に対応する体制整備を進めて

きました。令和 7 年３月時点においても、確定的なご案内などは難しい状況でしたが、走りながら進めることと

し、まずは、協力頂いた１１賛助会員の 皆さまに対する、審査支援業務の説明会（4 月 10 日午後）及び審査支

援員・審査支援補助員の研修会  （4 月 17 日午後～18 日午前・午後）を開催しました。 

新年度となり、地方公共団体の審査支援に関わる方針や実施体制等も概ね整い、地方公共団体職員への審査関

連の研修等も含む、審査支援の具体的な内容・開始時期等もようやく見えてきました。そこで、 第 1 回説明会・

研修会の参加者の皆さまからの意見・要望や最新の情報等も踏まえ、賛助会員の皆さまへ、次のような内容で第

２回説明会・研修会を開催することとなりました。 

本研修会は審査支援員及び審査支援補助員の資格付与が目的でありますが、研修内容は、地方公共団体の審査

支援だけではなく、申請事業者の支援（許可申請の技術的資料の作成支援等）などにも役立てる ことが出来る

資料・内容になっておりますので、新たな業務の講習会としてもご参加頂ければ幸いです。 

また、第 1 回審査支援業務の説明会にはご参加頂き、第 1 回の研修会にご参加できなかった賛助会員の審査支

援員候補等の方々も、第 2 回研修会に是非ご参加ください。 

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

 

１） 審査支援業務の第 2 回説明会 

・日 時：5 月 13 日（火曜日） 午前 10 時 00 分～11 時 30 分 

・場 所：Zoom ウェビナーによるオンライン 

・参加費：無料 

・定 員：Web 参加 100 名 

・プログラム：※詳細は，参加申込者に別途，ご案内いたします。 

 

下記 URL よりお申込みください 

 →https://shop.hanteishi.org/workshop/2025032610131/ 

 

 



２） 審査支援員・審査支援補助員の資格付与第 2 回研修会 

審査支援業務を行う場合は，地盤品質判定士会の賛助会員の地盤品質判定士であり，かつ，本研修を会場

にて対面受講のうえ，審査支援員の登録を受ける必要があります。また，審査支援業務の補助を行う場合は，

地盤品質判定士会の賛助会員の社員（技術者）であり，かつ，本研修を会場にて対面またはオンライン受講

し，審査支援補助員の登録を受ける必要があります。 

 

・日 時：6 月 12 日（木曜日） 午後 1 時 00 分～午後５時００分 

6 月 13 日（金曜日） 午前９時 00 分～午後 5 時 00 分 

・場 所：地盤工学会 本部 地下大会議室 および Zoom ウェビナーによるオンライン 

・参加費：11,000 円（税込）（※研修資料は各自印刷して持参） 

・定 員：会場参加 80 名（※申込先着順）／Web 参加 100 名 

・プログラム：※詳細は，参加申込者に別途，ご案内いたします。 

・CPD ポイント：11 ポイント（倫理ポイント 0）を予定 

 

下記 URL よりお申込みください 

 →https://shop.hanteishi.org/workshop/2025042210470/ 

 

【盛土規制法に関する審査支援業務の技術者要件】 

■審査支援員：「賛助会員」の所属「地盤品質判定士」で，本講習を受講し，登録された者 

※6 月 12 日と 6 月 13 日の研修を会場にて受講する必要があります。 

■審査支援補助員：「賛助会員」の所属「技術者」で，本講習を受講し，登録された者 

※6 月 12 日と 6 月 13 日の研修を会場またはオンラインで受講する必要があります。 

 

 

以上 


